
民営化の進展と今後の見通し
（イタリア）

（１）概 観

イタリアで国営企業の民営化が具体化した

のは９０年代以降である。それ以前の８０年代終

わりまで、第２次・第３次産業に占める国営

企業の比率は、エネルギーや水道など公共

サービス部門では総収益の９０％、銀行部門で

は同７５％に達していた。また、製造業全体で

は、国営企業の占める割合は１０％程度であっ

たが、化学、鉄鋼、機械などの国の基幹産業

にかかわる分野では、高い比率を占めてい

た。

８６年から８７年にかけて実施された産業復興

公社（ＩＲＩ）によるフィアットへのアルファ

・ロメオの売却と炭化水素公社（ＥＮＩ）によ

るマルツォットへのラネロッシの売却が、イ

タリアにおける国営企業の民営化の幕開けと

１．民営化の現状と課題
なった。

その後、９０年から９１年にかけて、イタリア

経済が低迷するとともに政府財政がひっ迫し、

加えて政界汚職が発覚したことで、社会的に

も国営企業の経営健全化を求める気運が高

まった。また、政府としても、世論に応える

ためだけではなく、国際市場におけるイタリ

ア企業の国際競争力を高め、経済回復を図る

うえでも民営化は避けて通れないとの認識が

強まったことで、拍車がかかった。同時期に

欧州委員会が政府基金の国営企業への無認可

支出に批判を強めていたことも民営化促進に

影響を与えた。

９２年８月、民営化法案が可決（９２年第３５号

および９２年第３５９号）され、電力公社

（ＥＮＥＬ）、ＥＮＩ、ＩＲＩ、 国 営 保 険 会 社

（ＩＮＡ）などの主要国営企業の政府持ち株

を売却することが決定した。これら４企業が

イタリアでは９０年代、主に通信産業、金融機関で民営化が進展した。ＯＥＣＤが同国を

「９３年から９８年でもっとも民営化が進んだ国」と位置付けるなど、その速度は速い。一方

で、政府は国益に関わる産業の主権を握るため「黄金株」を保持し続けるなど、民営化が

完了したとは言い難い面もある。本レポートでは９０年代のイタリアの民営化の流れを概観

するとともに、テレコム・イタリア、ＥＮＥＬ、ＥＮＩなど個別企業の民営化への取り組み

とその課題を検証する。また、同国の今後の有望産業と政府の育成策についても触れるこ

ととする。
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傘下に抱える企業数は約５００社にのぼり、政

府は、民営化を通じて将来の株式市場創設も

視野に入れ取り組んだとされる。

民営化に関わる法の成立により、以後、国

営企業に対する政府補助金も段階的に削減さ

れていったが、この時点では、政府の株売却

比率はまだ小さく、依然、基幹産業を中心に

政府のコントロールが色濃く残っていたのが

実状であった。なお、金融部門に関しては、

９０年７月３０日に承認された法律９０年第３５６号

（いわゆるアマート法）に基づき、一足先に

民営化が進められていた。

９３年１２月、政府は欧州委に対し、３年以内

に広範な民営化を行う計画書を提出した。結

果的には、政界汚職などの政情不安から、本

計画は大幅に遅れ、一部は頓挫するかたちと

なったが、９７年に行われたテレコム・イタリ

アの政府株放出を機に、再び民営化が加速さ

れた。国営企業の比率は、９７年末段階で金融

部門を除く産業界全体の収益のうち１６．４％に

まで低下、雇用者数でも２０．２％にまで低下し

た（表１参照）。

他方、金融部門では、８８年段階で総収益に

占める国営企業の割合が、銀行部門で７４．８％、

保険部門で１５％であったのが、９７年には銀行

部門で３３．６％になっている。９８年には全国労

働銀行（ＢａｎｃａＮａｚｉｏｎａｌｅｄｅｌＬａｖｏｒｏ）が、

次いで９９年にはメディオバンカ

（Ｍｅｄｉｏｂａｎｃａ）が、それぞれ民営化された

結果、現在では銀行部門の政府の持ち株比率

は３０％にまで低下している。

ＯＥＣＤによれば、９３年から９８年の６年間

で、イタリアは主要先進国の中でもっとも民

営化が進展した国に位置付けられている。

政府の持ち株売却は、この６年間で総額

６３０億ユーロ相当にのぼるが、９２年から９９年

までの期間では、１，０８０億ユーロ相当にのぼ

る。これはイタリア政府が抱える公的債務の

７．６％に匹敵する規模である。同期間に民営

化が進められた国営企業と政府の持ち株売却

益および現時点における政府の持ち株比率は

表２のとおりである。

表１ 各産業分野における国営企業の比率推移

（単位：％）

産業分野
収益比率 雇用者数比率

１９８８ １９９７ １９８８ １９９７
エネルギー、電気、水道 ９０．１ ８５．０ ８９．０ ８４．０
鉱業、化学産業 １７．１ ５．６ １９．５ ５．９
うち、金属加工 ４５．８ ４．０ ５０．６ ５．０
うち、非金属鉱物加工 ５．１ ２．４ ４．７ １．９
うち、化学 ９．６ ８．０ ９．３ ７．７
うち、合成繊維 １７．４ ６．６ ２７．２ １０．２

食品産業 ４．１ ３．４ ３．６ ２．９
製造業全体 １０．２ ６．０ １０．４ ６．６
建設業 ３．６ ３．６ ３．５ ３．５
卸・小売業、観光（ホテル） ６．１ ４．５ ４．８ ２．７
運輸産業 ４６．９ ４６．９ ７１．９ ７１．９
通信産業 ９９．４ ２８．３ ９９．３ ６５．２
サービス業 １１．３ １０．３ １３．２ １２．２
計（銀行を除く） ２４．６ １６．４ ２５．４ ２０．２
銀行業 ７４．８ ３３．６ ７０．６ ３４．７
出所：イタリア中央統計局（ＩＳＴＡＴ）
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国営企業の民営化は、おおむね一巡してい

るが、２０００年には６月末を期限とするＩＲＩの

大型民営化が予定されている。また、財政赤

字削減のためにも、国有不動産の民営化や地

方自治体などが行う公共サービスの民営化、

ＥＮＥＬやＥＮＩの完全民営化が期待され、今

後数年のうちに、イタリアの経済システムは、

大きな変革を迎えるとみられる。

表２ 主要な国営企業の民営化案件

企業名 業種 所有省庁 株売却時期 売却益
（１０億リラ）

売却比率
（％）

政府の持株
比率（％）

Ｃｉｒｉｏ／ＤｅＲｉｃａ／Ｂｅｒｔｏｌｌｉ 食品 ＩＲＩ １９９３年１０月 ３１１ ６２．１ ０．０

ＣｒｅｄｉｔｏＩｔａｌｉａｎｏ 金融 ＩＲＩ １９９３年１２月 １，８０１ ６９．０ ０．０

Ｓｏｃｈｉｅｔａ’ＩｔａｌｉａｎｏＶｅｔｒｏ ガラス ＥＦＩＭ １９９３年１２月 ２１０ １００．０ ０．０

ＩＭＩ（第１次） 金融 国庫省 １９９４年１月 ２，３８５ ３６．１ ２７．１

ＣＯＭＩＴ 金融 ＩＲＩ １９９４年２月 ２，８９１ ５６．０ ０．０

ＮｕｏｖｏＰｉｇｎｏｎｅ 電子 ＥＮＩ １９９４年５月 ７１４ ６９．３ ２０．０

ＩＮＡ（第１次） 保険 国庫省 １９９４年６月 ４，４９９ ４７．２ ５２．８

ＡｃｃｉａｉＳｐｅｃｉａｌｉＴｅｒｎｉ 鉄鋼 ＩＲＩ １９９４年１２月 ６２１ １００．０ ０．０

Ｉｔａｌｔｅｌ 通信 ＩＲＩ １９９５年１月 １，０００ ４０．０ ５０．０

ＳＭＥ（第１次）／ＧＳ／Ａｕｔｏｇｒｉｌｌ 食品 ＩＲＩ １９９５年２月 ７２３ ３０．０ ３０．１

ＩｌｖａＬａｍｉｎａｔｉＰｉａｎｉ 鉄鋼 ＩＲＩ １９９５年３月 １，９２９ １００．０ ０．０

ＥｎｉｃｈｅｍＡｕｇｕｓｔａ 化学 ＥＮＩ １９９５年４月 ３００ ７０．０ １４．３

ＩＭＩ（第２次） 金融 国庫省 １９９５年７月 １，２００ １９．０ ８．１

ＳＭＥ（第２次）／ＧＳ／Ａｕｔｏｇｒｉｌｌ 食品 ＩＲＩ １９９５年８月 ３４１ １４．９ １５．２

ＩＳＥ エネルギー ＩＲＩ １９９５年１０月 ３７０ ７４．０ ０．０

ＩＮＡ（第２次） 保険 国庫省 １９９５年１０月 １，６８７ １８．４ ３４．４

ＥＮＩ（第１次） エネルギー 国庫省 １９９５年１１月 ６，３００ １５．０ ８５．０

Ｄａｌｍｉｎｅ 鉄鋼 ＩＲＩ １９９６年１月 ３０１ ８４．１ ０．０

ＮｕｏｖａＴｉｒｒｅｎａ 保険 国庫省 １９９６年３月 ５５０ ９１．０ ０．０

ＳＭＥ（第３次）／ＧＳ／Ａｕｔｏｇｒｉｌｌ 食品 ＩＲＩ １９９６年５月 ２３８ １５．２ ０．０

ＩＮＡ（第３次） 保険 国庫省 １９９６年６月 ３，２６０ ３１．１ ３．３

ＩＭＩ（第３次） 金融 国庫省 １９９６年７月 ５０１ ６．９ １．１

ＥＮＩ（第２次） エネルギー 国庫省 １９９６年１０月 ８，８８１ １５．８ ６９．２

ＥＮＩ（第３次） エネルギー 国庫省 １９９７年６月 １３，２２９ １７．６ ５１．６

ＡｅｒｏｐｏｒｔｉｄｉＲｏｍａ 運輸 ＩＲＩ １９９７年７月 ５９４ ４５．０ ５５．０

ＴｅｌｅｃｏｍＩｔａｌｉａ 通信 ＩＲＩ １９９７年１０月 ２２，８８０ ３９．５ ５．２

ＳＥＡＴ 出版 ＩＲＩ １９９７年１１月 １，６４３ ６１．３ ０．０

ＢａｎｃａｄｉＲｏｍａ 金融 国庫省 １９９７年１１月 １，９００ ３６．５ ６３．５

Ｓａｐｉｅｍ エネルギー ＥＮＩ １９９８年３月 ８００ ２０．０ ４３．２

ＥＮＩ（第４次） エネルギー 国庫省 １９９８年６月 １３，０００ １４．０ ３７．６

ＢＮＬ 金融 国庫省 １９９８年１１月 ６，７０７ ６４．５ ２．５

ＥＮＥＬ エネルギー 国庫省 １９９９年１０月 ３４，８２８ ３５．５ ６４．５

Ａｕｔｏｓｔｏｒａｄａ 運輸 ＩＲＩ １９９９年１０月 １３，８００ ３０．０ ７０．０

Ｍｅｄｉｏｂａｎｃａ 金融 国庫省 １９９９年１２月 ３，９００ １００．０ ０．０

出所：国庫省、イタリア銀行
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（２）主要国営企業の民営化への取り組み

① テレコム・イタリア

政府は、９６年末にテレコム・イタリアの民

営化計画を発表、９７年８月、計画が正式に承

認された。計画には、携帯電話部門を除くグ

ループ全体を売却するとともに民営化後、核

となる株主グループを形成することが盛り込

まれた。これに基づき、合計で１０．４％の株を

所有する１４社からなる株主グループが誕生し

た。それぞれの株所有率は以下のとおり。

（企業名） （所有率）

ＡＴＴ……………………………………１．２０％

ユニソース………………………………１．２０％

ＩＭＩ銀行、イタリア商業銀行、ＩＮＡ、

クレディット・イタリアーノ銀行

…………０．８０～０．９７％

クレディ・スイス………………………０．８６％

サンパオロ・トリノ銀行、カリブロ財団、

シエナ・モンテパスキ銀行傘下の１銀行

と２協会…………………………０．５０～０．６３％

ローロ銀行………………………………０．３１％

ジェネラーリ保険会社…………………０．９０％

アレアンツァ保険会社…………………０．４５％

投資会社ＩＦＩＬ………………………０．６４％

政府は、９７年１０月、テレコム・イタリアの

株３９．５％を売却し民営化に着手、現在の政府

持ち株比率は３．９５％にまで減少している。

民営化後の企業経営の安定化を図るため、

これらの核株主グループの形成が必要とされ

ているが、政府が持っている「ゴールデン・

シェア」とある面で同様の役割を担っている。

９９年２月、事務機器メーカーのオリベッ

ティがテレコム・イタリアに対する株式公開

買付け（ＴＯＢ）に乗り出すことを表明、同

年５月には５２％の株を獲得して買収に成功し、

世界の注目を集めた。買収に要した経費は総

額６０兆リラにのぼると推計されている。

② ＥＮＥＬ

ＥＮＥＬの民営化は、９９年に入りようやく

始動した。同年３月に民営化を規定する法律

９９年第７９号が承認され、政府の持ち株売却が

行われている。

ＥＮＥＬは、イタリアの全発電能力（７万

メガワット）の８０％を担い、電力供給網の９０

％を有しているが、発電能力のうち、少なく

とも１万５，０００メガワット分を新たに設立す

る発電会社３社に譲るかたちになる。法律で

は最終期限は２００２年末と定められているが、

政府は期限を待たず、２０００年内にも実施した

いとしている。

国庫省は、９９年１０月に第１次株売却として

３５．５％を放出したが、内外の高い関心を呼び、

売却益は史上最高の３４兆２，８２０億リラにの

ぼった。投資会社やＥＮＥＬ従業員、民間投

資家などによるＥＮＥＬ株への需要は、総額

１０６兆リラにのぼると推計されている。第１

次売却によって政府が得た利益はＧＤＰの１．７

％に匹敵するが、これによりイタリアの財政

赤字の対ＧＤＰ比は０．３ポイント下がる計算に

なる。

③ ＥＮＩ

９５年１１月から９８年６月にかけ、４次にわた

る株売却が行われている。これまでの売却益

は、総額４１兆４，１００億リラにのぼる。２０００年

２月時点の政府の持ち株比率は３７．６％。

また９８年末時点で、イタリアの株式市場に

おけるＥＮＩの株式数は、株式総数の１５％に達

している。

ＥＮＩの民営化とガス供給などの分野におけ

る市場の自由化推進を通じて、政府は国益と

してのエネルギー供給が滞りなく行われるこ

とを目指している。

④ アウトストラーダ（高速道路公団）

９９年１１月から１２月にかけ、民営化が進めら

れ、ＴＯＢを通じて同社の株の５６．６％が売却
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されている。売却益は、テレコム・イタリア、

ＥＮＥＬに次いで史上３番目に大きな１３兆

８，０００億リラにのぼる。このうち、８兆７，５００

億リラが公開買付けで、残りが株式交換によ

るものとされている。なお、株式交換で全株

の３０％を獲得したのが、ベネトン社のホール

ディング会社エディツィオーネ社をヘッドと

するコンソーシアムである。

⑤ ＩＭＩ銀行

ＩＭＩはイタリアの中長期投資銀行であり、

９０年に制定されたアマート法で株式会社への

転換が決定された。国庫省が保有していた株

５９．８％を９４年１月から９６年７月にかけて３次

にわたり売却した結果、現在の国庫省の持ち

株比率は１．１％にまで減少している。

第２次売却後、核株主グループには、サン

パオロ・ディ・トリノ銀行、カリプロ銀行、

モンテ・デイ・パスキ銀行がなり、それぞれ

９．９％ずつを所有した。一方で、ＩＭＩ自身も

サンパオロ・ディ・トリノ銀行の株の２％

（後に５％にまで増加）を所有するなど株の

持ち合いも活発に行われ、９８年８月には、

ＩＭＩとサンパオロ・ディ・トリノ銀行は合併

し、総資産で国内第１位の銀行となった。

⑥ ＩＮＡ

ＩＮＡは、もともと国庫省が１００％株を所有

していたが、ＩＭＩ同様３次にわたる売却を通

じて民営化が進められた。第１次売却で４８％

の株が放出された後、第２次１８％、第３次３１

％と続いた。第３次売却に当たって政府は、

２００１年６月２８日期限のＩＮＡ株への転換可能

国債を発行する方法を取り入れている。

⑦ ＢＮＬ

９８年９月、国庫省はＢＮＬの核株主グルー

プを形成することを発表、スペインのビルバ

オ銀行（１０％）、ビツェンツァ市民銀行（７．２５

％）、ＩＮＡ（７．２５％）がそれぞれ取得した。

これら３社は、ＢＮＬの１３の管理職ポストの

うち７ポストを占めており、経営参加を果た

している。ＢＮＬの民営化計画は９８年１１月末

にすべて終了しており、民営化に伴う売却益

は、総額６兆７，０７０億リラにのぼっている。

⑧ メディオ・クレジット・チェントラー

レ銀行

９９年９月、国庫省が民営化計画を発表、発

表後わずか３ヵ月の短期間で、株式交換方式

により、ローマ銀行に１００％売却されている。

売却益は３兆９，０００億リラにのぼる。

（３）２０００年以降の民営化計画

政府による正式なかたちで、２０００年以降の

民営化計画は発表されていない。ただし、９９

年に政府が発表した２０００年から２００３年にかけ

ての経済・財政計画書によると、当面、２０００

年６月末を期限とするＩＲＩの清算が最大の課

題とされ、ＩＲＩ傘下にあるローマ空港公団、

アリタリア航空、フィンメカニカ（ＦＩＮ‐

ＭＥＣＣＡＮＩＣＡ）などの株売却の動きが注目

されている。

① ローマ空港公団

ローマ空港公団の民営化は、９７年７月に４６

％の株が放出されて以降、ミラノ空港公団の

反対により頓挫していたが、残り５４％の放出

が、２０００年６月末の期限に先立って行われる

予定である。

② アリタリア航空

オランダのＫＬＭ航空との提携が発表され

るなど、民営化後の経営基盤強化への動きが

目立っている。既に段階的な株売却を通じて、

ＩＲＩによる持ち株比率は５３％にまで減少して

いる。

③ ＦＩＮＭＥＣＣＡＮＩＣＡ

国防・航空産業を担う同社は、現在、ＩＲＩ
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が５５％の株を所有している。英国や米国の関

連企業との提携を果たすなど、現在も活発に

事業を展開している。

政府は、同社の民営化は進めるものの、欧

州における防衛体制が整備されるまでは、政

府による一定のコントロールが必要との見解

を示しており、２０００年６月末の期限後も３０％

程度の株は所有することを明らかにしている。

そのほか、ＩＲＩが１００％を保有しているコ

フィーリ（ＣＯＦＩＲＩ、金融会社）やフィンカ

ンティエーリ（ＦＩＮＣＡＮＴＩＥＲＩ、造船会

社）も、２０００年６月をめどにすべて民営化さ

れる予定である。

（４）民営化を進める上での課題

① 労働組合のスタンス

労組は、政府の民営化政策に対して、必ず

しも反対の立場をとってはいない。鉄道やタ

バコ製造などの特殊な分野を別にすれば、民

営化以上にリストラによる失業などから雇用

を守ることが重要との観点から、これまでの

ところ、もっとも左派よりの労組ＣＧＩＬも民

営化にはさほど強い反対は表明していない。

この背景には、イタリアが、９２年から９３年

にかけての民営化初期の時代に露見した汚職

事件により政治危機を迎えたことから、国営

企業のような「公的なもの」に対する市民の

アレルギーが少なからずあることも強く影響

している。

現在、労組の掲げる最優先課題は、失業対

策と南部開発問題である。これらの問題を解

決する手段として、ＣＧＩＬは公的部門の赤字

削減のために、むしろ民営化による収益の増

大を提案している。特に、国有不動産や製造

業およびサービス業部門の民営化で生まれる

資金を活用して、雇用対策や開発に力を入れ

ることを強く提案している。

ただし、労組は、地方自治体などによる公

共サービス部門については、民営化に慎重な

態度をとっている。議会は現在、地域のガス、

電気、水道などの公共サービスを民営化する

法案の審議を始めているが、労組は、民営化

により市場が自由化されることで、料金体系

に及ぼす悪影響（値上げ）を懸念しており、

一定の範囲内での管理と消費者保護が必要と

のスタンスをとっている。

② 「ゴールデン・シェア」と政府のスタンス

「ゴールデン・シェア」は、法律９４年第

４７４号で規定されている。欧州委は、基本的

に政府によるゴールデン・シェアの行使に反

対の立場であり、議論の焦点となる部分であ

るが、イタリアでは、民営化後の企業経営が

国益に反して行われることを避ける観点から

導入されている。

これまでに民営化された主要企業（ＥＮＩ、

テレコム・イタリア、ＥＮＥＬ、ＦＩＮＭＥＣ‐

ＣＡＮＩＣＡなど）のすべてにゴールデン・

シェアが導入されているが、主な機能として

以下の４点が挙げられる。

・株所有比率の上限設定

個人、企業、グループの如何にかかわらず、

株所有比率に一定の上限を課すことができ、

上限を超える場合には、政府の承認が必要

となる。

・株主間の議決権譲渡の制限

株主総会での議決権の譲渡に関し、一定比

率を超える場合は国庫省の承認が必要とな

る（例えば、ＥＮＩでは３％、テレコム・イ

タリアは５％）。

・拒否権の発動

企業の廃業、海外への移転、事業目的の変

更などに関し、拒否権を発動することがで

きる。

・経営陣への参加

政府は、取締役会メンバーの議席のうち、

１つ以上（最高で定数の４分の１まで）お

よび監査役の１人を送り込むことができる。

ゴールデン・シェアの行使を通じて、政府
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は民営化後も企業に大きな影響力を維持して

いる。

テレコム・イタリアの場合は、最低でも３

年間はゴールデン・シェアの行使が必要との

見解を示し、現在、政府はテレコム・イタリア

株の３．９５％を所有し、取締役１人を派遣して

いる。ＥＮＩに関しても、政府は発行済み株の３６

％を所有しており、ＥＮＥＬについては、電

力市場の自由化推進に向けて、最低５年間は

ゴールデン・シェアが継続される予定である。

主要企業の民営化に対する政府のスタンス

は次のとおり。

・ＥＮＩ

当面、更なる株の放出は予定していない。

現在の政府の持ち株比率は３６％。

・ＥＮＥＬ

民営化プロセスが始まったところであるが、

当面、政府は過半数の株を保有する予定。

・テレコム・イタリア

政府は経営が安定するまで、現行の３．９５％

の株を維持することを表明。

・ＦＩＮＭＥＣＣＡＮＩＣＡ

２０００年６月末をめどに民営化が進められる

予定であるが、政府は３０％程度の株を所有

する意向を表明。

（１）産業別にみた国営企業の比重

産業別に収益と従業員数に国営企業が占め

２．民営化のビジネス環境への影響

る割合の変化（表１）をみると、もっとも大

きな変化がみられるのは、テレコム・イタリ

アの民営化が行われた通信部門で、収益に占

める割合は９９．４％から２８．３％へと大幅に低下

している。しかし同部門は、現在も国営放送

局や郵便局を有していることから、これらの

民営化が行われれば、国営企業の占める比率

は、さらに低下する余地を残している。

また、金属部門も、ＩＲＩの民営化やＥＦＩＭ

のアルミニウム部門からの撤退で、国営企業

比率は収益で４５．８％から４．０％、雇用者数で

５０．６％から５．０％へと大きく低下している。

政府は、民営化を通じて、企業規模の拡大と

同業種企業間の合併・整理統合を促進するこ

とを目指している。その過程では、多くの場合、

株式交換方式が用いられるが、最近では、公開

買付けによる方式も増えつつあり、オリベッ

ティが行ったテレコム・イタリアに対する敵

対的公開買付けは、市場最大規模となった。

（２）公共サービスにおける民営化の動き

① 国鉄

欧州委は、労働コストの減少と料金改定

（値上げ）を求めているが、労働組合が強く

反対していることから、民営化の具体的なめ

どが立っていない。

② タバコ専売公社

民間企業への移行は、これまでにも数度検

表３ 公営の公共サービス企業

（１９９８年末現在）

部 門 企業数（社） 収益（１０億リラ） 雇用者数（人）

下水道 １５５ ４，１００ ３４，０００

上水道 ２４１ ４，１００ １８，５００

ガス １１６ ６，４００ １０，５００

電気 １０６ ３，０００ ９，５００

輸送 １３０ ７，９００ ８７，０００

計 ７４８ ２５，５００ １５９，５００

出所：ＩｌＳｏｌｅ－２４Ｏｒｅ紙
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討されてきたが、政界からの反発や労働組合

との折り合いがつかず、難航している。

③ ＲＡＩ（国営テレビ局）

民営化計画は、議会の審議・決定待ちと

なっている。

中期的には、地方自治体の公益企業の民営

化が進展する可能性が高い。９８年末現在、水

道、ガス、電気などの公共サービスを行う公

益企業は７４８社あり、総雇用者数は約１６万人

にのぼる（表３参照）。

民営化による値上げの問題などから、労働

組合や自治体自身の反対もあるが、現在、民

営化に関する法案が議会で審議されている。

（１）イタリアの産業政策

イタリアの産業政策は、基本的にＥＵの共

通政策に基づき策定されるものがほとんどで

ある。しかし、教育や科学的研究・開発、製

品品質の向上や新製品開発、企業の競争力向

上などの分野では、長期的な独自プログラム

に基づき取り組んでいる。イタリア産業省は、

「競争力は製品や技術の開発力に根差すもの

である」との基本認識に基づき、企業による

投資を長期的展望に立って行うことを奨励し

ている。

しかしながら、イタリアの場合、政府の企

業に対する支援策は伝統的に乏しい。この２

年間、企業の法人税負担率が４６％から４３％に

引き下げられたが、諸外国に比較すると依然

高い水準にある。

また、製品・技術開発を目的とした産業政

策のために政府が計上している予算は非常に

限られている。イタリアは恒常的な財政赤字

を抱えているが、欧州経済通貨同盟

（ＥＭＵ）への継続参加のためには、財政赤

字のＧＤＰ比を３％以下に抑える必要がある。

このため、政府の公的債務削減は至上命題で

３．有望産業と育成策

あり、産業政策に振り分けられる予算も必然

的に切りつめを余儀なくされている。そのた

め、短期的に終了するプロジェクトや緊急課

題を優先せざるを得ないのが実状である。

広い意味では、イタリアの産業政策は、他

の欧州諸国と同様、市場の自由化、国営企業

の民営化、内需拡大、プラントや機械などの

インフラ投資の促進、技術革新、国家機構の

近代化などに重点を置いている。そのなかで

は、ＥＵの方針にも基づき、南部地域の低開

発地域に対する支援政策、インセンティブが、

国や地方政府によって導入されている。イン

センティブとしては、ＥＵの「構造基金」や

イタリア政府による低利融資、補助金など財

政的支援が中心となるが、南部開発政策の特

徴としては、企業進出と財政インセンティブ、

雇用確保を組み合わせたパッケージ型のもの

が多い。「ＡｒｅａＣｏｎｔｒａｃｔｓ」や「Ｔｅｒｒｉｔｏｒｉ‐

ａｌＰａｃｔｓ」として知られているプロジェクト

で、企業家（資本）、労働組合（労働力）、地

方行政府が共同で行うものである。

しかしながら、理論上の制度整備は進んで

いるが、実効面ではまだ十分な成果を上げて

いない。これらのプロジェクトを活用したビ

ジネスを発掘する環境が、まだ十分に整って

いないことが主要因であるが、同時に受け皿

となる市場も不足している。そのため、政府

は９９年に「スヴィルッポ・イタリア」を創設

した。スヴィルッポ・イタリアは国庫省の管

轄下（１００％出資）にあり、対内・外投資の

促進、特に南部における投資誘致を積極的に

行うことを目的としている。

（２）今後の有望産業と育成策

短期的にみた場合、大きな発展の可能性が

ある産業分野として、ファッション産業、工

作機械や繊維機械、包装機械などを中心とす

る産業機械産業などがあげられる。ただし、

これらの産業は、イタリアが従来から高い競

争力を持った分野であり、イタリア産業界の
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強みである中小企業のメリットを最大限に活

かすことができるからに他ならない。従って、

現時点では、政府によるこれらの産業に対す

る特別な育成政策や支援措置が存在するもの

ではない。

数少ない政府による支援措置として、例え

ば、外国貿易省は海外の市場参入を図る

ファッション関連企業に対する支援予算とし

て、約１，５００億リラを計上している。ただし、

これは、地理的に遠い国や複雑な流通システ

ムを持っているような国に単独で輸出するだ

けの資金力を持っていない中小企業を対象に

市場参入を側面支援するものであり、産業そ

のものを直接振興するものではない。むしろ、

ユーロの導入で域内貿易におけるリラ安のメ

リットを享受できなくなった輸出企業にとっ

ては、技術革新や品質向上を通じて、自ら競

争力をつけることが求められており、政府は

それを奨励しているにすぎない。政府はこの

面でも側面支援にとどまっており、若い世代

を中心に新技術を早急に習得するよう、企業

収益の一部を人材育成や新技術開発分野の投

資に回す企業に一定の減税を認める政策を導

入することで、産業界全体の活性化を図って

いる。

なお、ユーロの導入に伴い、企業に対する

融資や補助金の交付は、政府や地方自治体に

加え、欧州委によってもコントロールされる

ようになった。また、ＥＵによる融資は、受

益者（企業）による同等額の資金調達が前提

となり、融資の実行はプロジェクトの進捗状

況を見たうえで行われる。このため、これま

で企業の申請したプロジェクトに対し、往々

にしてプロジェクトの内容の吟味よりも、煩

雑な事務的手続きと審査に時間がかかってき

た国の補助金交付の体制が大きく改善されつ

つあり、産業活性化の一助となっている。

（３）新産業育成のための諸政策と環境整備

現在、イタリアでは、国際競争力を高める

一環として、伝統的産業分野でリストラや合

理化が進められている。他方、世界的に急速

に市場規模を拡大させている情報・通信、バ

イオテクノロジーといった新産業分野は、

「ニュー・エコノミー」と呼ばれ、米国では

ＧＤＰの６～７％を占めるといわれる。イタ

リアにおいても、その成長ぶりは著しく、早

急な産業基盤やビジネス環境の整備、技術開

発が必要とされている。

ＥＮＩのグロス・ピエトロ会長は、「ニュー

・エコノミーが経済全体、あるいは産業界に

与える影響や貢献度、成長度合いに関しては、

イタリアは他の欧州各国よりも大きい」とし、

「特に、通信産業の育成は、携帯電話やイン

ターネットの発達をもたらし、交通アクセス

の不便さを簡単に排除できるメリットがある。

それゆえ、早急に市場整備を進めるべき」と

述べている。

① 情報通信産業

政府は、情報通信分野で２つの優先的達成

課題を掲げている。

ひとつが、市場の完全自由化である。現在

のところ、まだ国営企業による市場支配が色

濃く残っているが、自由競争を通じて、価格

・料金競争やサービスの充実が図られること

を目指している。もうひとつが、通信ネット

ワーク網の拡大であり、行政機構や事務処理

の効率化を狙っている。フランコ・バッサ

ニーニ公共事業相は、「イタリアは情報通信

の分野では、まだまだ開発の余地が多く、こ

こ数年、他の情報産業先進国に匹敵するよう、

法制度の整備を進めている」と述べている。

消費者の間では、パソコンなどのコン

ピュータ機器、ハイテク製品が急速に普及し

ており、９８年には、携帯電話のブームが生じ、

同時にインターネットの利用が一般化した。

９９年には、デジタル通信への切り替えがス

タートし、デジタルテレビが市場シェアを高

めつつある。デジタル通信のアリストン・グ
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ループ取締役フランチェスコ・カーロ氏は、

「イタリア企業は、情報通信に関して、時代

の端境期にいることを認識している。イン

ターネットは、単なるデータ通信の手段だけ

ではなく、企業のあるべき新しい姿を示して

いる。それゆえ、伝統産業にとっても、ス

ピードアップを図り、グローバル化を進める

可能性がある」と述べている。

また、タイヤ製造大手のピレッリ社マルコ

・トロンケッティ会長も、「当グループの中

核ビジネスがタイヤ製造にあることはもちろ

んであるが、一方で、高い経済的付加価値を

もつ先端技術の分野にも事業を多角化させて

いきたい」とし、情報通信産業への参入を検

討していることを明らかにしている。

情報技術（ＩＴ）に対するニーズは急激に

増加しているが、９７年でみた場合、ＩＴ関連

産業に従事している企業の総収益の３７．４％を

従業員数１９人以下の小企業が占め、またデー

タ加工サービスの分野では総収益の６３．２％を

１９人以下の小企業が占める。中小企業がイタ

リア経済の原動力であることを裏付ける数字

であるが、新産業の分野においても、ニッチ

市場を狙う中小企業の活躍が期待される。し

かし、この場合においても、企業に対する政

府の特別な支援政策は、減税以外には存在し

ていない。

イタリアの通信産業は、市場の発展度合い

や技術革新に関して、主要国との間に乖離が

ある。特に、米国において、アメリカ・オン

ラインとタイム・ワーナーが合併して以降は、

その差が広がっているようだ。

② 医薬品産業

イタリアが優位を持っている分野は、医薬

品産業である。特にバイオテクノロジー研究

では、イタリア企業は世界的にもフロンティ

アとしての地位を占め、これまでにも優れた

実績を築いている。

近年は、南部の低開発地域に進出している

いくつかの企業を中心に活発な動きを見せて

いる。スヴィルッポ・イタリアのビアンキ会

長は、「イタリアの医薬品産業の技術レベル

は非常に高い。他の分野、例えば、エレクト

ロニクスなどと比較すると、主要先進国と比

べ優位を保っている」と述べ、それゆえ、

「適切な外資の進出があれば、イタリアの医

薬品産業は世界的にも大きく伸びる可能性が

ある」とみている。この分野では、政府は産

業育成のためのマスタープランを策定してい

る。５，０００億リラの予算を投じて生命科学プ

ログラムに関連する新企業設立を促進するた

めの特定地域１３ヵ所を設置する予定である。

③ ベンチャー・ビジネス

ベンチャー・ビジネスは多くの場合、その

分野のフロンティアとして、新技術やビジネ

スを開拓するため、一般に中小企業が活躍で

きる可能性の高い分野でもある。しかしイタ

リアの場合は、やや状況が異なる。

イタリアの中小企業は、消費者やユーザー

のニーズを敏感にくみ取り、自社の製品を柔

軟に対応させる方法をとる。その意味では、

大企業や外国企業が見逃しているニッチ市場

を積極的に扱うベンチャー・ビジネスに適し

ている。同時にイタリアでは多数の中小企業

が集まり、いわゆる産業集積地を形成するこ

とで、互いの不足部分を補う相互補完体制を

敷き総合力を高めている。このため、ベン

チャー産業においても、単独でフロンティア

的に新産業分野を開拓するのではなく、複数

の企業間で生産過程の分業化や連携、サービ

スのアウトソーシングなどを行いながら、相

乗効果を発揮していくシステムをとることが

求められ、一般的なベンチャーとは異なる発

展モデルを構築していくと期待される。

（小林浩人）
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